
2026年 1月 吉日 

 

お取引先の皆様へ 

 

株式会社熊谷組 

 

 

 

「銀行振込手数料」および「でんさい手数料」の負担先変更について 

 

 

 

平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。 

この度、「製造委託等に係る中小受託取引適正化法」（取適法）が 2026年 1月 1日に

施行されることに伴い、以下の通り「銀行振込手数料」と「でんさい手数料」の負担先を変

更いたします。引き続きお取引先の皆様とともに、成長できる関係を築いていけるよう

努力してまいります。今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

1. 銀行振込手数料 

変更前：お取引先様ご負担 

変更後：当社負担 

 

2. でんさい手数料 

変更前：お取引先様ご負担 

変更後：当社負担 

 

3. 変更時期 

2026年 1月お支払分から適用いたします。 

 

以  上 


